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  １．ガイドラインの目的 

 全国的に少子高齢化が進展し、出雲市でも高齢者数と高齢化率は共に上昇しています。

今後、65歳以上人口は令和 27年（2045年）にピークを迎えて約 56,000人（高齢化率

35.7%）となり、75歳以上人口は令和 37年（2055年）前後にピークを迎えると予測され

ます。 

 社会構造の変化などにより、高齢者のみの世帯は令和 3年度末時点で 17,891世帯と増

加し、高齢者のいる世帯の約半数を占めます。さらに、そのうち約半数が一人暮らし高齢

者世帯となっており、家族や親類、地域社会からの支援が得られにくい状況に陥ることが

危惧されます。 

 こうした身寄りのない高齢者については、入院や施設入所時等に金銭管理や身の回りの

世話などの支援が必要となる可能性が高くなります。そして、高齢者自身の認知機能の低

下や判断能力の衰えなどに伴い、入退院時の手続き、医療行為の同意（インフォームド・

コンセントなど）をどのように行うかが、医療・介護の現場において大きな課題となって

います。 

 そこで、出雲市内 9病院の医療ソーシャルワーカー（MSW）等により構成する出雲圏域

病病連携会議では、令和 4年度から入退院時における身寄りのない高齢者を取り巻く課題

を議論してきました。医療機関が抱える具体的な課題を抽出するとともに、出雲市役所や

出雲市社会福祉協議会、出雲高齢者あんしん支援センター（地域包括支援センター）、さ

らに出雲成年後見センターなどの支援機関への聞き取りや研修会等を行い、関連する制度

の整理や支援機関が担う役割の明確化等を進めてきました。 

 これまでの議論をふまえ、医療機関のみでは身寄りのない高齢者が抱える多方面にわた

る課題への対応は困難であることが明らかとなりました。そのため、我々は特に入退院時

において身寄りのない高齢者を支援するための基本的な対応をまとめたガイドラインを作

成することとしました。本ガイドラインが出雲市内の医療機関、支援機関等で共有される

ことで多職種連携を可能とし、身寄りのない高齢者へ必要なサービスが迅速に提供され、

お互いの業務負担の軽減につなげることを目指します。 

 

 

〇入退院時において身寄りのない高齢者の対応にあたる医療機関関係者の参考に活用。 

〇身寄りのない高齢者を迅速かつ適切に必要なサービスにつなぐ。 

〇各支援機関がお互いの業務を理解・尊重し、不足する領域をカバーしあいながら 

連携する。 

〇各支援機関がお互いに連携する際の必要な手続きや事前準備等を理解・共有し、 

業務負担軽減につなげる。 

  

【ガイドライン策定の目的】 
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２．基本的な考え方 

（１）身寄りのない高齢者の定義 

出雲市内に居住、入院、入所等している高齢者のうち、以下のいずれかに該当する方 

・家族・親族や支援を得ることができる親しい知人（家族等）がいない 

・家族等はいるが、連絡がつかない状態にある 

・家族等があり連絡はつくが、家族等から必要な支援を拒否されている 

 

（２）支援者（支援機関）の定義 

分野 分類 

医療 病院、MSW、診療所、看護師、訪問看護ステーション 

介護 介護施設、介護サービス提供事業所、介護支援専門員（ケアマネジャー） 

地域 民生委員児童委員、生活支援サービス提供団体、金融機関 

権利擁護 出雲成年後見センター、出雲市社会福祉協議会（いずも権利擁護センター） 

公共 出雲市社会福祉協議会、高齢者あんしん支援センター 

出雲市（福祉推進課、高齢者福祉課、医療介護連携課、健康増進課 等） 

緊急 警察署、消防署 

 

（３）ガイドラインの運用方法 

〇身寄りのない高齢者への基本的な支援は、国のガイドライン（「身寄りがない人の入院

及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」）に記載されてい

る内容を基本として行います。 

〇本ガイドラインは、支援が必要な場面に応じて出雲市内の支援機関や関連する制度、そ

の手続等を確認するものとして活用します。 

〇国のガイドラインや本ガイドラインにより身寄りのない高齢者への支援に係る課題が

すべて解決するわけではありません。あくまで支援機関が参考とするものであり、個別

課題については必要な支援機関が連携して対応することが前提となります。 

〇身寄りのない高齢者に関連する課題の発生を未然に防止するため、本人や支援機関を

含めたチームでのアドバンス・ケア・プランニング（ACP）の普及啓発が重要です。（4

ページ参照） 

〇本ガイドラインの内容については、出雲圏域病病連携会議において随時その内容を見

直し、更新していきます。 
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（４）関連する社会資源該当機関・連絡先一覧 

キーワード 該当機関 連絡先 

高齢者全般 出雲高齢者あんしん支援センター 25-0707※ 

高齢者施設 出雲市高齢者福祉課 21-6972 

高齢者虐待 出雲高齢者あんしん支援センター 

出雲市高齢者福祉課 

25-0707※ 

21-6967 

高齢者福祉タクシー 出雲市高齢者福祉課 21-6967 

障がい者全般 出雲市福祉推進課 21-6959 

障がい福祉サービス 出雲市福祉推進課 21-6961 

障がい者虐待 出雲市福祉推進課 21-6905 

障がい者福祉タクシー 出雲市福祉推進課 21-6959 

生活保護・ケースワーカー 出雲市福祉推進課 21-6962、21-6691 

生活困窮 出雲市社会福祉協議会生活支援課 23-3790 

生活福祉資金貸付制度 出雲市社会福祉協議会生活支援課 23-3790 

遺体の引き取り、火葬 出雲市福祉推進課 21-6962、21-6691（平日） 

21-2211（土日祝日） 

権利擁護 出雲市高齢者福祉課 

出雲成年後見センター 

出雲市社会福祉協議会 

（いずも権利擁護センター） 

21-6967 

22-8097 

25-0955 

成年後見制度 出雲成年後見センター 22-8097 

成年後見制度（市長申立） 出雲市高齢者福祉課 

出雲市福祉推進課 

21-6967 

21-6694 

日常生活自立支援事業 出雲市社会福祉協議会 

（いずも権利擁護センター） 

25-0955 

介護保険・介護認定 出雲市高齢者福祉課 21-6971 

介護予防 出雲市医療介護連携課 21-6106 

ケアマネジャー 出雲高齢者あんしん支援センター 

出雲市高齢者福祉課 

25-0707※ 

21-6971 

国民健康保険 出雲市保険年金課 21-6982 

後期高齢者医療保険 出雲市保険年金課 21-6983 

福祉医療費助成制度 出雲市福祉推進課 21-6959 

障がい者手帳 出雲市福祉推進課 21-6959 

民生委員児童委員 出雲市福祉推進課 21-6694 

※各地域の高齢者あんしん支援センター連絡先はｐ25を参照 
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   人生会議（ACP：アドバンス・ケア・プランニング） 

 命の危険が迫った状態になると、約 70%の方が、医療やケアなどを自分で決めたり望

みを人に伝えたりすることができなくなると言われています。 

 自らが希望する医療やケアを受けるために大切にしていることや望んでいること、ど

こでどのような医療やケアを望むかを自分自身で前もって考え、周囲の信頼する人たち

と話し合い、共有することが重要であり、この取組を「人生会議（ACP:アドバンス・ケ

ア・プランニング）」と呼びます。 

 特に身寄りのない高齢者の判断能力が衰えた場合、暮らしたい場所や延命治療などに

ついて本人の意思を確認することが困難となり、医療介護現場のスタッフにかかる負担

が大きくなります。 

 入退院や転院、施設への入所など、様々なタイミングを活用し、本人がいつまでも自

分らしく暮らし続けられるための希望をできる限り確認しておくことが、本人の希望に

そった適切な治療等対処を迅速に行うことにつながるとともに、医療介護現場スタッフ

の負担軽減にもつながることが期待されます。 

 

   あんしんノート（出雲市版終活支援ノート） 

 出雲市と高齢者あんしん支援センタ

ーでは、ACPを実践してもらうためのき

っかけとするため、「あんしんノート」

を作成しています。 

 これまでの人生を振り返り、好きなも

のや大切にしているもの、何かあったと

きの連絡先、医療や介護が必要になった

ときどのように過ごしたいかなどにつ

いて記載できるものとなっています。 

 なお、「今は考えたくない」「話したく

ない」という気持ちも、その時の大切な

考え方です。 

 患者さんなど相手との関係性も考慮

しながら、ACPについて考えてもらうき

っかけとして活用してください。 

 

  

参考 

参考 
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３．身寄りのない高齢者への対応チェック～抱えている課題の明確化を 

 

 

 

 入退院時に患者が身寄りのない方であることが分かった場合、何から解決していけばよ

いのか分からず、病院や介護施設の入退院支援担当者の業務負担や精神的負担は大きくな

ります。特に、現場の経験が乏しい支援担当者の場合はより一層そうした傾向が強くなり

ます。 

 単に身寄りがないといっても、その状況は患者一人ひとりで異なります。判断能力はあ

るのか、親族がいなくとも関わってきた支援者がいないのか、財産の状況はどうなのか、

健康保険証は持っているか…など、抱えている課題を一つひとつ把握していくと、対応す

べき課題が明確になっていきます。また、それによって相談すべき支援機関や活用できる

制度が明らかになる場合もあり、課題を整理しておくことで支援機関へつなぐ際の連携が

スムーズになります。 

 本ガイドラインでは、こうした身寄りのない高齢者への対応にあたる際のチェックリス

トを作成しました。身寄りのない高齢者への対応にあたって、このチェックリストを活用

して、抱えている課題の把握、対応方針の検討、支援機関へのつなぎなどに活用してくだ

さい。 

 

※入院時から入院期間中にわたり、記入できるところから記入していきましょう。 

※全てを 1人で記入する必要はありません。院内関係者、外部支援者などそれぞれ

が記入できるところを埋めつつ情報共有を進めていくことに活用してください。 

 

 

  

○「身寄りがない」ことで起きる課題を一つひとつチェックすると対応が明確に 

○「身寄りのない高齢者チェックリスト」で課題の共有を 
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【経済状況】

□収入金額 (                  円/月 ) □課税状況  (□住民税課税世帯　□住民税非課税世帯)

□借金 不明 ・　無 ・　有 ありの場合 (                      円 )

〈収入内訳〉

□年金 (金額:                円/月  ) 年金種類：□国民　□厚生　□共済　□遺族　□障害　□その他(　　　　　　)　

【金銭・貴重品の管理】

□所持金 (　　　　　　　　円)

□通帳 銀行：□山陰合銀　□JAしまね　□ゆうちょ銀行　□島根　□島根中央信金

□その他（　　　　　　　　　　　　　）

□本人確認 免許証 ・　保険証□医療(　　   　　　　　　)　□介護 ・ マイナンバーカード ・その他(　　　　　   　　　　)

〈入院中の管理方法〉

□自己管理 □病院による管理 □日常生活自立支援事業 □成年後見人による管理

【入院中の必要物品】

□入院セット 必要 ・ 不要

〈不足品の手配方法〉

□自宅に取りに行く □新たに購入

〈不足品調達協力者〉

□患者本人 □その他(　　　　    　　　　　　　　　)

身元保証人等 有 ・ 無

氏名： 関係： ℡：

住所：

□遺体引き取り業者 ℡：

□遺品引き取り先

□死亡届人 有 ・ 無

□献体希望 有 ・ 無 会員番号：

【延命治療行為に関する希望・意志表示】　 情報者： 年　　　月　　　日現在

人工呼吸器 □行う □行わない □現時点は判断できない

心臓マッサージ □行う □行わない □現時点は判断できない

昇圧剤投与 □行う □行わない □現時点は判断できない

輸血 □行う □行わない □現時点は判断できない

中心静脈栄養 □行う □行わない □現時点は判断できない

経管栄養 □行う □行わない □現時点は判断できない

【緊急連絡先・関係機関連絡先】

【特記事項】

※基本的に個人情報を市から提供されることはありません。

各

種

手

続

き

死

後

事

務

不明 ・　無 ・　有

身

の

周

り

の

世

話

経

済

的

支

援

医

療

同

意

項目 関係氏名 連絡先
緊

急

の

連

絡

対

応

身寄りのない高齢者　チェックリスト

患者氏名 入院日 担当者
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４．身寄りのない高齢者へ支援が必要となる場面 

 病院の現場で発生している課題の聞き取り等から、身寄りのない高齢者に対して、入退院

時において支援が必要となる場面を以下の 6 種類に分類し、それぞれの場面別に予測され

る状況を抽出しました。 

 ※次ページ以降に掲載の各項目と対応しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○経済的に苦しく、入院や療養に必要な物品の 
費用を支払うお金がない 

○財産はあるが本人による金銭管理が困難 

（１）経済的支援 

（２）身の回りの世話 ○入院中に必要となる物品の調達 

○入院中の自宅管理 

○転退院時の移動手段の確保 

○入退院申込手続き時の身元保証人等不在 （３）各種手続き 

○遺体・遺品の引き取り、葬儀等 （４）死後事務 

○医療にかかる本人の意思を確認することが困難 （５）医療同意 

○容体の急変など緊急連絡の必要が発生 （６）緊急の連絡対応 

【課題の類型】 【想定される場面】 
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５．場面別 身寄りのない高齢者への支援における基本的な考え方と 

   活用が考えられる制度等 
（１）経済的支援 

〇経済的に苦しく、入院や療養に必要な物品の費用を支払うお金がない 

【基本的な考え方】 

 可能な限り、本人から日頃（入院前の生活費など）の各種支払

いに関する情報を聞き取りし、本人の意向を確認したうえで、必

要に応じて各支援機関と連携して対応します。 

 少しでも財産を有している方の場合は、可能な限り本人による

支払いを求めることになります（分割払いや自動引き落としなど

の方法も考えられます）。しかし、支払いに必要なお金を用意でき

ないなど生活に困窮している場合は、生活保護の申請を検討しま

す。一定期間での収入再建の見込みがある場合は生活福祉資金貸付制度の利用へつなぐ

ことが考えられます。 
 

【活用が考えられる制度等】 

制度等 内容 

生活保護制度の活用 

 出雲市（福祉推進課） 

       21-6962、21-6691 

 生活保護（資料１）の対象となれば、その医療費や

紙オムツ代、転退院時のタクシー代などが保護費から

支払われます。入院セット（資料２）など療養に必要

な物品は入院患者日用品費から本人が支払いますが、

その全額を必要物品に充てられない場合もあります。 

 生活保護の対象となった方には担当者（ケースワー

カー）がつき、病院等との連絡窓口となります。 

生活福祉資金貸付制度 

 出雲市社会福祉協議会 

 （生活支援課） 

       23-3790 

 生活福祉資金貸付制度は、低所得などの世帯が安定

した生活を送ることができるよう、生活再建までに必

要な生活費用について貸付を行う制度です。貸付資金

の種類により貸付条件が異なります。 
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＜入院代や療養に必要な物品を支払うお金がない場合の対応フローチャート＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

本人の 

意思確認 

 

収入・預貯

金の有無 

 

支援者の 

確認 

 

支払の 

可否 

活用が 

考えられる 

制度等 

生活福祉資金 

貸付制度 
生活保護制度 

 

支払方法 

確認 
口座振替 現金 

ATM 操作等、どのような支援が必要か検討 

ｐ3 支援機関一覧を参照して支援者の 

有無を確認 

支援者を通じて確認 

できる できない 

いる 

いくらかはある 

困難 

いない 

ない・不明 

一括では無理 
（分割） 

一括可 

成年後見制度など 

P10-11 参照 
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〇財産はあるが本人による金銭管理が困難 

【基本的な考え方】 

 可能な限り、本人に対して普段どのように金銭の出し入れや管理をしていたかを確認

します。金銭管理のみ関わっている方がいる場合もありますので、その場合は本人の意向

を確認したうえでその方に連絡をとります。 

 本人以外に対応できる方がいない場合で、認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者

等の判断能力が十分でない方に対しては、日常生活自立支援事業や成年後見制度など、第

3者が金銭管理を手伝うことができる制度等について検討します。 

 こうした制度の該当にならない場合などは鍵付き床頭台での管理や、本人同意のもと

で、スタッフが代わって ATMでの引き出しを行っている場合もあります。また、医療機関

独自の金銭管理マニュアルを作成して対応にあたっている例もあります。 
 

【活用が考えられる制度等】 

制度等 対応 

日常生活自立支援事業 

 いずも権利擁護センター 

       25-0955 

 

日常生活自立支援事業（資料３）では、判断能力が不

十分などの理由で、日常生活を営むうえで支障を感じ

ている高齢者や知的障がい、精神障がいの方の福祉サ

ービスの利用援助や日常的な金銭管理サービス等を

お手伝いします。 

 本人の意思を前提とした事業であり、意思疎通が困

難になった場合は、支払い等の支援を中断する場合が

あります。また、判断能力が低下してきた方に対して

は、成年後見制度への移行支援を行います。 

成年後見制度 

 出雲成年後見センター 

       22-8097 

（司法書士法人成瀬事務所内） 

成年後見制度（資料４） 

 制度の利用について相談を受け、問題解決の方法を

一緒に考え、家庭裁判所への成年後見制度申立て手続

きなどについてアドバイスします。相談は原則として

無料です。 

 センターの会員から適切な成年後見人等を選任し、

生活や財産を守ります。 

成年後見制度（市長申立て） 

 出雲市（高齢者福祉課） 

       21-6967 

※65歳未満の方については 

 福祉推進課へ 

       21-6694 

成年後見制度（市長申立て）（資料５） 

 成年後見制度の申立ては本人、配偶者、四親等内の

親族となります。しかし、様々な理由で申立てができ

ない場合で、市長が必要と認めるときは、市長に審判

開始の申立てを行う権利が与えられています。 
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＜財産はあるが本人による金銭管理が困難な場合の対応フローチャート＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※急性期病院では入院期間が短く制度申請から利用開始までの時間がないため、慢性期病院への転院前に

制度を所管する支援機関へ連絡し、転院後スムーズに制度利用手続きにつながるよう支援機関との調整

状況を転院先の病院と共有することにより、あらかじめ関係を構築しておくことが望ましいといえます。 

 

  

 

支援者の 

確認 

ｐ3 支援機関一覧を参照して支援者の 

有無を確認 

既に制度につながっている場合はその支援

機関担当者と連携して対応を検討 

 

金銭管理 

方法の 

確認 

支援者に従前の金銭管理 

方法について確認 

活用が 

考えられる 

制度等 

日常生活 

自立支援事業 
成年後見制度 

成年後見制度 

（市長申立て） 

 

本人の 

意思確認 

できない できる 

・金銭管理規定・マニュアル等に基づく対応 
・規定等がない場合は、あくまで本人同意の
うえ鍵付床頭台等で管理する等の一時的措
置として対応 

 

本人の 

判断能力 

著しく不十分 欠けている 

・物忘れが多いが 
自覚がある 

・契約行為も概ね 
できるが不安がある 

・自覚しない物忘れが 
ある 

・重要な契約行為は 
できない 

・日常的な買い物が 
できない 

・意思の疎通が困難 

不十分 

いない いる 

※本人、親族による申立てが 
できない場合 
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（２）身の周りの世話 

〇入院中に必要となる物品の調達 

【基本的な考え方】 

 本人もしくは身近な方などの意向により準備することが基本

となりますが、それが難しい場合は、各医療機関において病衣や

タオル、洗面用具等の入院に必要な物品について購入や貸し出し

ができる環境にあることが望ましいといえます。（資料２ 出雲市

内医療機関の入院セット導入状況） 

 本人が用意することが難しい場合、本人と病院との間で預かり

証・出納帳等（資料６）を活用し、病院職員が買い物を代行して

いる例や、外出可能な患者について、病院職員がリハビリを兼ねて自宅まで付き添ってい

る例があります。 

 

【活用が考えられる制度等】 

制度等 対応 

成年後見制度、生活保護制度  成年後見制度を活用されている方の場合は、後見人

等が病院と連携して必要物品を購入し、支払うことが

可能です。（※後見人は物品購入の契約等を担い、買い

物の代行をするものではありません。） 

 生活保護制度では、入院患者日用品費が本人に支払

われるので、入院時の物品購入に充てることができま

す。 
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＜入院中に必要となる物品の調達に支援が必要な場合の対応フローチャート＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本人が用意することが難しい場合、本人同意のうえで病院職員が買い物を代行したり、ケアマネジャー

などの支援者が自宅へ必要物品を取りに行ったりする例がありますが、あくまで支援者の好意的な対応

となります。 

※必要物品の購入や入院セットの費用を支払うことが難しい場合の対応は p10-11 参照。 

 

  

 

支援者の 

確認 

ｐ3 支援機関一覧を参照して支援者の 

有無を確認 

既に制度につながっている場合はその支援

機関担当者と連携して対応を検討 

 
いない いる 

支援者に日常生活の様子な

どから用意できそうな物品

について確認 

 

必要物品 

の確認 

本人に確認 支援者と相談 院内で検討 

 

 

調達方法 

の確認 
自宅（外出・一時退院等） 入院セット活用 購入 

病衣・タオル・洗面用具・おむつ など 

 

本人の 

意思確認 
できる できない 
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〇入院中の自宅管理 

【基本的な考え方】 

 入院期間が長期化した時や、急な入院であった場合、特に身

寄りのない高齢者は、入院中の自宅管理が困難となり、様々な

問題が生じることがあります。退院後、自宅の掃除や草取りが

できなくなったり、入院中に郵便物がたまったり、ライフライ

ンの支払い手続きが滞ることも考えられます。 

 このため、本人の意向を確認したうえで、新聞の契約見直し

や郵便物の転送、ライフラインの支払い手続き、ペットの世話などについて、どのように

対応するのか本人と相談することが望ましいといえます。 

 本人が一時帰宅できる場合は、家事支援や生活支援を担う、市内の有償ボランティア団

体の活用などが考えられます。一時帰宅が難しい場合は、民間の留守宅管理サービスを活

用することも考えられます。 

 育てることができなくなったペットがいる場合は、出雲保健所（動物管理課）への相談

を検討します。 

 

【活用が考えられる制度等】 

制度等 対応 

生活支援サービス（有償ボラ

ンティア） 

たすけあい活動団体など 

 出雲市内には、高齢者が住み慣れた地域で安心して

暮らしていくことができるよう、介護保険以外のサー

ビスとして家事支援や生活支援などのサービスを有

償ボランティアとして提供している団体があります。

掃除や草取りなど、入院中の自宅管理について対応で

きる場合があります。 

※原則として留守宅での対応はできないため、一時退

院時の利用などが考えられます。 

※該当団体、対応サービスなどは「出雲市高齢者べん

り帳」「てごナビ」で Web検索してください。 

留守宅管理サービス 

実施している民間事業者 

 留守宅管理サービスを実施している民間事業者と

契約し、投函物整理や家屋の換気、屋内掃除、庭の掃

除など必要に応じて依頼してください。 

※HPで「留守宅管理サービス」と検索してください。 
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＜入院中の自宅管理に支援が必要な場合の対応フローチャート＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

必要な自宅

管 理 内 容

の確認 

 

支援者の 

確認 

ｐ3 支援機関一覧を参照して支援者の 

有無を確認 

いない いる 

支援者に日常生活の様子な

どから必要な手続き等につ

いて確認 

本人に確認 支援者と相談 院内で検討 

活用が 

考えられる 

制度等 

生活支援 

サービス 

留守宅管理 

サービス 

退院後の在宅生活に
関する情報共有と必
要な支援の検討 

一時退院時など 

原則として本人に

よる手続き 

 

本人の 

意思確認 
できる できない 

ライフライン、郵便物、新聞、各種定期契約、掃除 等 
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〇転退院時の移動手段の確保 

【基本的な考え方】 

 転退院時の移動については、身寄りのない高齢者の場合でも

自家用車や公共交通機関の利用などによりご自身で対応して

いただくことが原則となります。しかし、身体状況や経済的状

況によってはそれが困難な場合があります。 

 寝台（ストレッチャー）や車いすが必要な場合は、福祉タクシー

や介護タクシーなどの福祉輸送サービスの利用を検討します。 

 また、出雲市では高齢者向けに生活の利便性向上等を促進するため、タクシー利用券を

交付しています。その対象を確認したうえで利用券を活用してタクシーを予約すること

も選択肢のひとつとなります。 

 生活保護制度を活用されている方は転退院時のタクシー代が保護費から支払われます

ので、担当のケースワーカーに事前に連絡してください。 

【活用が考えられる制度等】 

制度等 対応 

福祉輸送サービス 

 実施している団体 

 寝台（ストレッチャー）や車いす対応の可否、救急救

命士など医療従事者の同乗など、各サービス実施団体に

よって対応できる内容や料金等は異なります。移送の予

定が決まれば、早めの問い合わせと予約が望まれます。 

※該当団体、対応サービスなどは「出雲市高齢者べんり

帳」「てごナビ」で Web検索してください。 

高齢者福祉タクシー利用券 

 出雲市（高齢者福祉課） 

       21-6967 

 

出雲市障がい者福祉タクシ

ー制度 

 出雲市（福祉推進課） 

       21-6959 

 

 公共交通機関の駅や停留所から遠くに居住している

在宅高齢者の方の生活支援を広げ、生活の利便性の向上

や社会参加を促進するため、タクシー利用券を交付して

います。 

 また、出雲市在住で在宅生活をされている障がいのあ

る方や常時車いすや寝台（ストレッチャー）で外出され

る方の社会参加等を図るため、福祉タクシー券を交付し

ています。 

 いずれも市役所本庁担当課の窓口か各行政センター

で申請できます。 

※それぞれの交付条件などについては資料７で確認し

てください。 

生活保護制度 

 出雲市（福祉推進課） 

       21-6962、21-6691 

 転退院時のタクシー代の支払いが困難な場合は、担当

ケースワーカーに早めに相談してください。 
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＜転退院時の移動手段の確保に支援が必要な場合の対応フローチャート＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

転退院先

の調整 
転院、施設入所、在宅、一時帰宅 等 

 

移動手段 

の確認 

自家用車 

公共交通機関 

 

本人に 

よる移動 
できる 

いない いる 

 

支援者の 

確認 

ｐ3 支援機関一覧を参照して支援者の 

有無を確認 

できない 

院内または支援者と、本

人の移動に必要な手段

等を確認 

活用が 

考えられる 

制度等 

高齢者福祉 

タクシー利用券 

生活保護受給者は担当 

ケースワーカーへ 

転退院時期を連絡 

転退院時期が決まれば

早めの予約を 

本人の 

意思確認 

判断能力 

できる・十分 できない・不十分 

障がい者福祉 

タクシー制度 

※利用にあたっては要件があります。（ｐ16、（資料 7（ｐ33）を参照） 

一般タクシー 
福祉輸送 

サービス 
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（３）各種手続き 

〇入退院申込手続き時の身元保証人等不在 

【基本的な考え方】 

 医療機関では、基本的に入院時に身元保証人等を求めている場合が多いです。それは、

入院費の支払い保証や医療行為の同意、または遺体・遺品の引き取りなどの必要が生じた

場合を想定しています。しかし、厚生労働省から「身元保証人等がいないことのみを理由

に医療機関において入院を拒否することについて」（平成 30 年 4 月 27 日付け医政医発

0427第 2号。厚生労働省医政局医事課長通知）においては、医師法 19条 1項の「診療に

従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んで

はならない」に抵触するとの見解が示されていることに注意が必要です。 

 身元保証人等がいないことが問題ではなく、身元保証人等がいないことにより、具体的

にどのような課題が発生するのか（医療費等の支払いについて、医療同意について、ある

いは死後の対応について）を本人や支援者との相談に基づいて明らかにする必要があり

ます。そして、各関係機関と連携しながら、一つひとつ課題に対応していくことで、問題

が解決することがあります。 
 

★ここに注意！ 

〇成年後見人やケアマネジャー、ケースワーカーなどが身元保証人等になることはできません 

 医療機関の現場においては、成年後見人やケアマネジャー、ケースワーカー、民生

委員児童委員などの支援関係者に身元保証人等となることを求めているケースがあ

るようです。 

 身元保証とは、「人物保証」と「賠償責任」の 2つの役割が付随しており、これらを

第 3者である成年後見人などが担うことはできないことに注意が必要です。 

 ただし、成年後見人は入院契約などの契約行為を本人の代わりに行うことができ、

ケアマネジャーなどの支援関係者とも転退院後の治療方針共有などでの連携が必要

となりますので、随時、必要な情報を共有することが望ましいといえます。 

 また、成年後見人などが書類上で「身元保証人」の欄に「成年後見人」などと修正

し、自身のお立場を記載する場合がありますので、そうした記載が可能か病院や介護

事業所と相談してみましょう。 
 

〇介護保険施設においても身元保証人等がいないことは入所を拒否する理由とはなりません  

 医療機関と同様に、介護保険施設においても身元保証人等がいないことはサービス

提供（入所）を拒否する正当な理由にはならないという見解を厚生労働省が示してい

ます。（「市町村や地域包括支援センターにおける身元保証等高齢者サポートの事業に

関する相談への対応について」平成 30 年 8 月 30 日付け老高発 0830 第 1 号･老振発

0830第 2号。厚生労働省老健局高齢者支援課長･振興課長連名通知） 

 ただし、入所を依頼したい介護保険施設や管理する法人の様々な個別事情等も考慮

し、転退院時の入所調整時には先方との入念な事前打ち合わせを行っておくことが望

ましいといえます。  
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＜入退院申込手続き時の身元保証人等不在時の対応フローチャート＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    身元保証人・身元引受人・連帯保証人 

 病院や使用する書類によって、身元保証人・身元引受人・連帯保証人などの表現が柔

軟に使用されており、その使い方は異なっているようです。 

 なお、このガイドラインでは、これらを総称して「身元保証人等」としています。 

身元保証人 将来与えるかもしれない損害の賠償を保証する人 

身元引受人 亡くなった際の身柄の引き受け、荷物の引き取り等を行う人 

連帯保証人 本人に代わって支払いを行う人 

 中には、身元引受人にはなるが身元保証人にはならない、といった方もあります。そ

れぞれの病院において求める内容を、身元保証人等となる方へ事前に説明し、理解を得

ておく必要があります。 

 

  

抱えている

課題の 

明確化 

 

支援者の 

確認 

ｐ3 支援機関一覧を参照して支援者の 

有無を確認 

いない いる 

本人と相談 支援者と相談 院内で検討 

身元保証人等がいないと具体的にどのような課題が 
生じるかを明らかにして個別に対応していく 

 

本人の 

意思確認 
できる できない 

参考 
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（４）死後事務 

〇遺体・遺品の引き取り、葬儀等 

【基本的な考え方】 

 墓地、埋葬等に関する法律（墓地埋葬法）第 9条では、「死

体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないとき

は、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。」と

されています。相続人や身寄りがあったとしても、遺体の引

き取りを拒んでいるような場合は同様の取り扱いとなりま

す。 

 出雲市の場合は、相続人や扶養義務者などがいないことを可能な限り確認したうえで、

出雲市福祉事務所（出雲市役所福祉推進課）へ連絡し、対応を依頼します。その際の連絡

先や手順、死亡診断書作成等の病院内での事務手続きなどについては、資料編掲載の「ご

遺体の引き取り手がない患者が死亡した際の対応について」（次ページ・資料８にも掲載）

を参照してください。 

 遺体の引き取り手がなく、未払いの医療費がある場合や財産の処分などの必要がある

場合は、本来、家庭裁判所へ相続財産清算人選任の申立てを行い、家庭裁判所が選任した

相続財産清算人により支払いがされます。しかし、家庭裁判所へ数 10万円から 100万円

程度の予納金を支払う必要があることなどから、現実的に申立てを行うケースは少ない

ようです。 

 

【活用が考えられる制度等】 

制度等 対応 

身寄りのない高齢者の遺体の

引き取りや火葬について 

 出雲市（福祉推進課） 

       21-6962、21-6691 

 遺体の引き取り手がいない場合、出雲市福祉事務所

が墓地埋葬法に基づいて対応します。 

 医療機関と福祉事務所との連携をスムーズに行う

ため、出雲圏域病病連携会議において「ご遺体の引き

取り手がない患者が死亡した際の対応について」（資

料８）を作成しています。 

成年後見制度 

 出雲成年後見センター 

       22-8097 

（司法書士法人成瀬事務所内） 

 原則として成年後見人の業務の範囲に葬儀等の「死

後事務」は含まれていません。被後見人が亡くなった

時点で後見人の業務は原則終了となり、相続人等へ引

継ぎされます。 

 ただし、後見類型については未払い医療費の支払い

が死後事務として認められています。成年後見人がい

る場合は連絡をとり、請求について相談します。 
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1

～出雲市～

※事前にご遺体の引き取り手がいるか否か十分に確認し、引き取り手がいない場合に限り連絡すること。

① ご遺体の引き取り手がない患者が死亡した旨を連絡する。

(平日) ℡ 21－6962(福祉推進課・直通) → 地域連携Ns・MSW対応

(土日祝日) ℡ 21－2211(代表) → 病棟Ns対応

※宿直へ繋がるため、｢ご遺体の引き取り の件で福祉推進課へつないでほしい｣旨を伝える

福祉推進課へ伝える内容

□ 故人氏名： □ 生年月日： 年 月 日

□ 住所：

□ 病院連絡先： □ 病院担当者名：

□ 死亡届の受け取り場所：

② 死亡届を用意する。(公設・民営の病院とも病院長が届出人となれるため、届出人欄も記入する。）

福祉推進課職員が死亡届を受け取りに来院するので、渡す。

③ ご遺体の引取日時について福祉推進課職員から連絡があるので、引き渡しまでご遺体を安置する。

死後24時間経過すれば火葬できるため、死亡日の翌日に引き取りとなることが多い。

ただし、土日は火葬に対応しないので、金曜日に死亡された場合は月曜日までご遺体を安置する必要がある。

(引き取りは原則、平日の８：３０～１７：１５。必要に応じ休日も対応。火葬まで安置できない場合は、

 福祉推進課へ相談する。）

※出雲斎場の霊安室は使用料(5,238円／24時間）がかかるので、病院から出雲斎場へ直送できるよう協力

　する。

④ 福祉推進課職員と葬儀会社がご遺体の引取に来院するので、ご遺体と貴重品 を引き渡す。

(貴重品以外の荷物の処分に困る場合は、福祉推進課へ相談する。)

⑤ 死亡診断書料と死後の処置料を請求する場合は、「出雲市福祉事務所長宛」で請求する。

2

医師が死亡診断書を作成後、届出人欄を記載する。

①届出人欄：県立中央病院・島根大学病院⇒☑公設署の長　民間の病院⇒☑家屋管理人

②住所：病院の住所　届出人：院長　〇〇　〇〇（ゴム印使用可・院長の認印可）

死亡届の記入方法(届出人が病院長の場合)

ご遺体の引き取り手がない患者が死亡した際の対応について

福祉事務所へ連絡 ( 8：30～17：15　土日祝日可 )
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（５）医療同意 

〇医療にかかる本人の意思を確認することが困難 

【基本的な考え方】 

 医療行為（手術、延命治療など）への同意は、本人の一身専属性がきわめて強いことか

ら、身元保証人等の第三者には同意の権限はないと考えられています。このため、身寄り

のない高齢者が意識障害等で疎通が取れない場合や認知症等により判断能力が低下した

場合では、現実的に医療行為への同意を求めることができる人はいないということにな

ります。 

 実際の医療現場においては、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関

するガイドライン」（厚生労働省）などを踏まえて、医療機関内のチームや倫理委員会等

の活用などにより、本人にとっての最善策を検討したうえで対応されている場合が多い

と考えられます。その際の医療機関関係者の精神的負担は大きく、特に緊急の処置が必要

な場合には十分な検討を行うことが難しい状況も考えられます。 

 こうしたことから、特に身寄りのない高齢者では緊急時の対応や延命処置の希望等に

ついての取り決めを普段から関係者間で共有しておくことが望まれます。つまり、ACPに

本人、支援者らのチームで取り組んでおくことが重要になります。 

 

★ここに注意！ 

〇第三者に医療同意を求めることはできません 

 医療行為が必要な場面において、成年後見人やケアマネジャー、ケースワーカー、

民生委員児童委員など、日ごろから支援に携わっている方や、たまたま救急車に同乗

された方などが医療機関の関係者からその同意を求められ、承諾されているケースが

あります。これは支援者の善意で対応しているものであることから、承諾した支援者

等第三者へ責任を負わせるべきものではありません。 

 「自分が同意しなければ治療してもらえないかもしれない」といった不安にかられ

る等、支援者とはいえ第三者である一個人に重い精神的負担を生じさせることにつな

がりかねません。 

 本人の意思確認ができない場合は、あくまで医療機関内のルールに基づいて対応す

ることが基本であり、こうしたことを医療機関内の関係者が確実に情報共有しておく

ことが求められます。 

〇日頃から ACPの実践と普及啓発を（参照：4ページ） 

 ACP（アドバンス・ケア・プランニング）は、自らが希望する医療やケアを受けるた

めに大切にしていることや望んでいること、どこでどのような医療やケアを望むかを

自分自身で前もって考え、周囲の信頼する人たちと話し合い、共有する取組です。 

 上記のように、意思を確認できない方の医療同意を得ることは極めて困難であり、

医療関係者の負担も大きいことから、できるだけ元気なうちから、あんしんノートな

どを活用して ACPに少しでも多くの方が取り組んでいくことができるよう、普及啓発

を進めていくことが重要となります。  
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＜医療にかかる意思決定を確認することが困難な場合の対応フローチャート＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

支援者の 

確認 

ｐ3 支援機関一覧を参照して支援者の 

有無を確認 

いない いる 

 

対応の 

検討実施 
本人にとって最良と推定される対応を実施 

過去の発言などから 

希望する医療行為等を 

推定（ACP の確認） 

医療機関内のチームや

倫理委員会等により対

応方針を検討 

本人同意の

もとで対応

を実施 

 

本人の 

意思確認 
できる できない 
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（６）緊急の連絡対応 

〇容体の急変など緊急連絡の必要が発生 

【基本的な考え方】 

 身寄りがない高齢者が救急搬送された場合などで、生命の危

険があり、現在の状況を説明し医療同意を得るため、緊急連絡を

行う事があります。 

 前ページ記載のとおり、第三者から医療同意を得ることは困

難ですが、支援者によっては治療方針の説明を聞き、身元保証人

等としてではなくご自身の立場として、医療機関側が求める書

類に署名するなどの対応が可能な場合もあります。また、行方不明者などは警察から情報

提供を得られる場合もありますので、本人の所持品等から関連機関を推定し、情報収集や

対応の可否等の確認等を行います。 

 支援者によっては、緊急対応が翌営業日となることがあります。緊急連絡が必要な場合

の対応について、事前に支援者へ確認しておきましょう。 
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６．どこに相談すれば？どこが対応すれば？制度のすき間を埋めるために  

 8050問題やダブルケアといった言葉に代表されるように、単に身寄りがないだけでなく、

複合的な課題を抱えたケースでは単純に目の前の課題に対応するだけでは問題の解決につ

ながらない事も多くあります。そうした、様々な支援関係者が連携して取り組まざるをえな

い困難事例が増加しています。 

 これらの中には、具体的に対応できる制度や仕組みがない場合があり、多くの支援関係者

の関わりが必要となります。そのため、各支援機関との調整に時間を要し、適切な支援の開

始が遅れることも懸念されます。 

 こうした複合的な課題や、制度のすき間にある問題に対応する機関として、出雲市では高

齢者あんしん支援センター（地域包括支援センター）があります。 
 

★高齢者あんしん支援センター 

 高齢者に関する各種相談を市民の方や医療機関などから幅広く受け付け、制度横断的な

支援を実施しています。保健師・看護師、主任介護支援専門員（主任ケアマネジャー）、社

会福祉士、介護支援専門員が配置されており、必要に応じて、高齢者の方が抱える課題を解

決するため、こうした専門職はもとより、外部の医療・介護関係者、地域における支援者等

との調整を図りながら対応しています。 

 日頃の相談や、要支援の方のケアプラン作成などを通して、高齢者の方との関係性が構築

されている場合があることから、必要に応じて高齢者あんしん支援センターの担当者と情

報共有を図ることで、課題の解決につながることがあります。 

■高齢者あんしん支援センター 連絡先一覧 

出雲地域 
出雲市今市町 543 出雲市社会福祉センター内 

TEL：0853-25-0707 FAX：0853-25-0901 

平田地域 
出雲市平田町 2112-1 平田福祉館内 

TEL：0853-63-8200 FAX：0853-63-5011 

佐田地域 
出雲市佐田町反辺 1747-6 市役所佐田行政センター内 

TEL：0853-84-0019 FAX：0853-84-9034 

多伎地域 
出雲市多伎町小田 50 多伎地域福祉センター「うなばら会館」内 

TEL：0853-86-7122 FAX：0853-86-2351 

湖陵地域 
出雲市湖陵町三部 1352 湖陵福祉センター内 

TEL：0853-43-7611 FAX：0853-43-2226 

大社地域 
出雲市大社町杵築南 1397-2 市役所大社行政センター内 2F 

TEL：0853-53-3232 FAX：0853-53-6053 

斐川地域 
出雲市斐川町上庄原 1766-2 出雲市社会福祉協議会内斐川支所内 

TEL：0853-73-9125 FAX：0853-72-4068 
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■高齢者あんしん支援センターによる総合相談実施イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

高齢者あんしん支援センター 
（総合相談窓口） 

高齢者のご家族 医療機関 

高齢者 介護事業所 

【3職種】 

主任ケアマネジャー 社会福祉士 保健師・看護師 

ヘルパー 

各種相談 
支援機関 

ケアマネジャー(居宅) 訪問看護 

相談 

【医療介護専門職】 

訪問診療 福祉用具 

複合課題を 
抱える個人・世帯 

相談 

相談 

相談 

民生委員児童委員 たすけあい活動団体 

生活支援コーディネーター 

【地域での見守り】 【生活支援サービス】 

連携団体等（例） 
出雲市 警察 

専門職等の支援チームによる包括的な相談対応の実施 

連携 

相談 

相談 相談 
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【資料編】 

資料１  生活保護制度 

資料２  出雲市内医療機関の入院セット導入状況一覧 

資料３  日常生活自立支援事業 

資料４  成年後見制度 

資料５  成年後見制度（市長申立て） 

資料６  預かり証・出納帳等（例） 

資料７  高齢者福祉タクシー利用券・出雲市障がい者福祉タクシー制度 

資料８  ご遺体の引き取り手がない患者が死亡した際の対応について 

資料９  出雲市内医療機関の霊安室の有無一覧 

資料１０ 出雲市内医療機関への支払い方法一覧 
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資料１ 生活保護制度 

 思わぬ病気や事故、失業などにより日々の生活に困ったとき、憲法 25条の理念に基づい

て「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する制度であり、出雲市福祉事務所（出雲市役

所福祉推進課内）が窓口となっています。 

 対象となれば、医療費等が生活保護費から賄われ、ケースワーカーと呼ばれる担当者が

様々な連絡の窓口となります。 

 申請の相談にあたっては、手続きをスムーズに進めるため、可能な範囲で事前に以下の情

報収集に努めてください。 

 

【福祉事務所相談前に（可能な範囲で）確認しておくこと】 

（１）資産の状況 ①預貯金 ②生命保険など ③土地や家屋など 

④自動車など 

（２）稼働能力 働いているかどうか、働ける能力があるかどうか 

（３）扶養義務者の存在 配偶者・親子・きょうだい等の関係にある方がいないか 

（４）他の制度等の受給状況 年金や健康保険など 

 

【生活保護申請から決定までの流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

相談及び申請 

調 査 

要否の決定 

医療費の支払い 

出雲市福祉事務所 0853-21-6962 0853-21-6691 

・福祉事務所担当者が現在の生活状況についてお聴きし、申請 

意思がある場合には必要書類をお渡しします。 

・本人の判断能力や記載能力などに応じて、MSW等と協力して 

福祉事務所担当者が申請書類作成を補助する場合もあります。 

・福祉事務所担当者が本人・世帯等を訪問し、必要な聴き取り調査 

や金融機関等への関係先調査を実施します。 

・生活保護基準に基づき生活保護の要否を決定します。 

・生活保護の該当となった場合、申請日にさかのぼって入院患者

日用品費や医療扶助が支給されます。 

・保護費の支給日は、毎月 5日（金融機関休業日の場合は前日）と 

なります。 

２週間程度 



29 

 

資料２ 出雲市内医療機関の入院セット導入状況一覧 
 

 
病院名 

入院 

セット 

おむつ 

セット 
備考 利用 

1 島根県立中央病院 ○ ○ 入院セット：基本プランと小児プランあ

り。病衣・バスタオル・フェイスタオルを

レンタル。利用される方には日用品を

無料で配布。 

紙おむつセット：2プラン 

選択可 

2 島根大学医学部附属病院 ○ ○ 入院セット：バスタオル・フェイスタオル

レンタル（病衣は別）。 

紙おむつセット：3プラン 

日用品無料配布あり。 

選択可 

3 出雲市民病院 ○ × 入院セット： 

Aセット：病衣・バスタオル・フェイスタオ

ル  

Bセット：バスタオル・フェイスタオル 

肌着＋靴下、ベストなどのオプションセ

ットあり 

日用品無料配布あり 

選択可 

4 出雲市民リハビリテーション病院 ○ ○ 入院セット：市民病院と同様 

紙おむつセット：4プラン 

原則 
契約 

5 出雲徳洲会病院 ○ ○ 紙おむつセット：2プラン 

日用品無料配布なし 

選択可 

6 出雲市立総合医療センター ○ ○ 入院セット：病衣・バスタオル・フェイス

タオルレンタル オプションセットで肌

着・靴下あり 

紙おむつプラン：2プラン 

日用品無料配布あり 

選択可 

7 寿生病院 × × 必要物品は持参 or売店で購入 

売店で購入したものは、後日日用品と

一緒に請求 

おむつは基本的に病院が提供するも

のを使用していただき、入院費と一緒

に請求 

 

8 斐川生協病院 ○ ○ 入院セット： 

Aセット：病衣・バスタオル・フェイスタオ

ル  

Bセット：バスタオル・フェイスタオル 

オプションで肌着・靴下もレンタル可能 

紙おむつセット：3プラン 

日用品無料配布あり 

選択可 

9 小林病院 ○ × 入院セットと紙おむつセット、あわせて

１プランのみ 

原則 

契約 

【日用品無料配布について】 

ティッシュペーパー、ウエットティッシュ、歯ブラシ、歯磨き粉、割りばし、フォーク、スプーン、コップ、ストロー、口腔

ケアブラシ、口腔ケアジェル、ボディソープ、リンスインシャンプー、おしりふき、使い捨て食事用エプロン、へアブラ

シ、ごみ袋、きんちゃく袋（各病院により提供されるものや頻度は異なります。） 

【料金目安】 

入院セット ：月 1 万円程度 

おむつセット：月 1～1.4 万円程度 
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資料３ 日常生活自立支援事業 

 認知症の方や知的・精神障がいなどの判断能力が十分でない方々が、できるかぎり地域

で安心して自立した生活を送ることができるよう、福祉サービスの利用援助、日常的金銭

管理サービス、書類等の預かりサービスなどを行うものです。 

 相談にあたっては、手続きをスムーズに進めるため、事前に可能な範囲で本人の情報

（家族状況、介護度及び障がいの等級、日常の金銭管理等）を収集してください。 

 

【サービス内容】 

項目 内容 

①福祉サービスの利用援助 福祉サービスの利用、利用料支払い手続き等 

②日常的金銭管理サービス 年金の受領、医療費・税金・日用品代金支払い等 

③書類等の預かりサービス 年金証書、預貯金通帳、契約書類、実印等 

④定期的訪問による状態把握 安否確認、見守り 
 

【サービスの利用料】 

項目 利用料 

① ② 1時間あたり 1,200円（1時間を超える場合 30分ごとに 600円加算） 

生活支援員の交通費実費（20円/km） 

③ 標準月額 200円程度（貸金庫利用の場合は別途年間 500円） 

 

【相談から支援開始までの流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

相談・調査等 

Tyousa  

出雲市社会福祉協議会（いずも権利擁護センター）0853-25-0955 

・担当者が本人の生活状況等をお聴きし、それぞれに 

必要な支援内容を検討します。 

・MSWなど第三者からの相談も受け付けます。 

支援計画の策定 

Tyousa  

契約の締結 

Tyousa  

援助開始 

Tyousa  

・本人の意思の確認 

・家族との調整（必要に応じて） 

・契約内容の確認 等 

・生活支援員等による援助が開始されます。 

・支援計画により、毎月の支援回数を定めます。 

契約に至る期

間は審査に要

する案件によ

って異なりま

す。（概ね 2～

3 か月） 

※対象者は、退院後、福祉
サービスの利用を継続さ
れる方を基本とします。 
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資料４・５ 成年後見制度・成年後見制度（市長申立て） 

 認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方は、預貯金などの

財産管理や、サービス利用や入院等の手続きをすることが難しい場合があります。こうし

た方が不利益を被らないように保護し、支援するのが成年後見制度です。 

 家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度で、本人の

判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の３つの制度に分かれます。 

 

【身寄りがないなどの場合における市長申立ての流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【成年後見人等にできること・できないこと】 

できること できないこと 

○財産管理 

 預貯金・通帳の取扱いや支払い、契約・取

消、役所等への届出、資産管理など 

○身上管理 

 入院申込書記入、退院時入所先契約、介

護認定申請、病院からの連絡窓口、情報共

有を目的とした協議への参加 など 

○医療行為への同意 

○身元保証人等 

○死後事務（死亡時点で後見業務は原則終

了） 

○家事代行、通院等介助 

○一身専属的なこと（結婚、離婚、遺言な

ど） 

  

相 談 

申立て 

審理 

審判の確定 
（後見開始） 

出雲市高齢者福祉課 0853-21-6967 

・本人の判断能力が不十分なこと、申立てできる親族等がいない

ことを可能な範囲で確認したうえで相談してください。 

・相談にあたっては、申立て書類作成に必要となる、本人の生い立 

ちや病歴、現在の ADL、担当医師が考える類型等の情報を事前に

可能な範囲でできるだけ詳しく収集しておいてください。また、

制度の利用目的を明確にしておいてください。 

・後見人等をスムーズに選定するため、出雲成年後見センターに 

おける案件紹介に MSW等に同席いただく場合があります。 

調査 ・出雲市が本人や関係者への聞き取り、親族の有無や申立て意思 

確認などを進め、申立てに必要な書類を整えます。 

・出雲市から家庭裁判所へ申立て書類を提出します。 

※相談案件によっては市長申立ての該当とならない場合があります。 

調査に要する期間は案件

によって大きく異なるた

め、数か月程度要する場

合もあります。 

おおむね 

4 か月以内 

・成年後見人が選任され、家庭裁判所での審判が確定すると、後見

が開始されます。 

・必要に応じて、支援関係者による役割分担の会などを行います。 
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資料６ 預かり証・出納帳等（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：高齢者の身元保証に関する調査（行政相談契機）‐入院、入所の支援事例を中心として‐結果報告書（令和4年3月関東管区行政評価局） 

  



33 

 

資料７ 高齢者福祉タクシー利用券・出雲市障がい者福祉タクシー制度 
 

○高齢者福祉タクシー利用券 

対象地域 出雲・平田・湖陵・大社地域にお住いの方 

対象世帯 ・70歳以上の高齢者のみの在宅の世帯（施設入所、３か月以上の入院除く） 

・自家用車を保有していない 

・自宅から最寄駅・バス停まで 500m以上（中山間地域は 200m以上） 

・住民税非課税 

交付枚数 1年間で 500円券を 24枚（12,000円分） 

お問い合わせ 出雲市高齢者福祉課       21-6967 

詳細は「出雲市 高齢者福祉タクシー利用券」で検索 

※障がい者福祉タクシー制度が優先されます。 
 

○出雲市障がい者福祉タクシー制度 

対象地域 出雲市内全域 

対象者 ・出雲市在住、在宅生活の方（施設入所、3か月以上の入院除く） 

・本人及び配偶者の住民税が非課税の方、または生活保護を受けている方 

・下記のいずれかに該当する方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※利用できない場合 

・施設入所中・病院に入院中の人 

・認知症グループホームに入所中の人 

・入院・入所中の方が転院・一時帰宅をするとき 

交付枚数 1年間で 500円券を上記区分に応じた枚数お渡しします 

お問い合わせ 出雲市福祉推進課       21-6959 

詳細は「出雲市障がい者福祉タクシー制度」で検索 

※申請に必要なものなど詳細は市役所各担当課にお問い合わせください。 

※タクシー券に対応していない事業者がありますので事前に各事業者へ確認してください。 

※両制度の重複利用はできません。 
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資料８ ご遺体の引き取り手がない患者が死亡した際の対応について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1

～出雲市～

※事前にご遺体の引き取り手がいるか否か十分に確認し、引き取り手がいない場合に限り連絡すること。

① ご遺体の引き取り手がない患者が死亡した旨を連絡する。

(平日) ℡ 21－6962(福祉推進課・直通) → 地域連携Ns・MSW対応

(土日祝日) ℡ 21－2211(代表) → 病棟Ns対応

※宿直へ繋がるため、｢ご遺体の引き取り の件で福祉推進課へつないでほしい｣旨を伝える

福祉推進課へ伝える内容

□ 故人氏名： □ 生年月日： 年 月 日

□ 住所：

□ 病院連絡先： □ 病院担当者名：

□ 死亡届の受け取り場所：

② 死亡届を用意する。(公設・民営の病院とも病院長が届出人となれるため、届出人欄も記入する。）

福祉推進課職員が死亡届を受け取りに来院するので、渡す。

③ ご遺体の引取日時について福祉推進課職員から連絡があるので、引き渡しまでご遺体を安置する。

死後24時間経過すれば火葬できるため、死亡日の翌日に引き取りとなることが多い。

ただし、土日は火葬に対応しないので、金曜日に死亡された場合は月曜日までご遺体を安置する必要がある。

(引き取りは原則、平日の８：３０～１７：１５。必要に応じ休日も対応。火葬まで安置できない場合は、

 福祉推進課へ相談する。）

※出雲斎場の霊安室は使用料(5,238円／24時間）がかかるので、病院から出雲斎場へ直送できるよう協力

　する。

④ 福祉推進課職員と葬儀会社がご遺体の引取に来院するので、ご遺体と貴重品 を引き渡す。

(貴重品以外の荷物の処分に困る場合は、福祉推進課へ相談する。)

⑤ 死亡診断書料と死後の処置料を請求する場合は、「出雲市福祉事務所長宛」で請求する。

2

医師が死亡診断書を作成後、届出人欄を記載する。

①届出人欄：県立中央病院・島根大学病院⇒☑公設署の長　民間の病院⇒☑家屋管理人

②住所：病院の住所　届出人：院長　〇〇　〇〇（ゴム印使用可・院長の認印可）

死亡届の記入方法(届出人が病院長の場合)

ご遺体の引き取り手がない患者が死亡した際の対応について

福祉事務所へ連絡 ( 8：30～17：15　土日祝日可 )
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資料９ 出雲市内医療機関の霊安室の有無一覧 

 

  病院名 霊安室の有無 

1 島根県立中央病院 
あり 

ご遺体用冷蔵設備あり 

2 島根大学医学部附属病院 
あり 

ご遺体用冷蔵設備あり 

3 出雲市民病院 なし 

4 出雲市民リハビリテーション病院 なし 

5 出雲徳洲会病院 あり 

６ 出雲市立総合医療センター あり 

７ 寿生病院 あり 

８ 斐川生協病院 なし 

９ 小林病院 なし 
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資料 10 出雲市内医療機関への支払い方法一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平日 夜間休日 可否 手数料

1 島根県立中央病院
8：30～17：00
総合受付

24時間
救急外来

○ 本人負担 〇

2
島根大学
医学部附属病院

8：30～17：15
支払窓口⑥⑦

24時間
救急外来

○ 本人負担 〇

デビットカード
但し、金融機関発

行のキャッシュ

カードに付帯する
デビット機能は利

用できません

3 出雲市民病院

8：30～16：30

※火曜日のみ
8：30～19：00

8：30～16：30

※火曜日のみ
8：30～19：00

○ 本人負担 〇

4
出雲市民
リハビリテーション病院

8：30～17：00
8：30～12：30
※土曜のみ可
※日・祝不可

○ 本人負担 ×

5 出雲徳洲会病院 9：00～20：00 9：00～20：00 ○ 本人負担 〇

デビットカード・電

子マネー対応可。
ただし基本クレジッ

トカードで対応。

6
出雲市立
総合医療センター

8:30～17：15
総合受付支払

い窓口

休日
8：30～17：00
※救急窓口
夜間受付なし

○ 本人負担 〇

7 寿生病院 9：00～16：00 × ○ 本人負担 ×

8 斐川生協病院

8：30～17：00

※木曜のみ
8：30～18：30

8：30～17：00

※木曜のみ
8：30～18：30

○ 本人負担 〇

9 小林病院
9：00～17：00
※木曜日除く

9：00～16：30
※土曜のみ可
※日・祝不可

○ 本人負担 〇
電子マネー対
応

その他
現金払 振込 クレジット

カード
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【支援が必要となる場面別 Q&A】 

（１）経済的支援                             
 

Ｑ Ａ 参考 

貯金もなく、日々の生活にも困ってお

り、医療費が払える状況ではない入院患

者については、どうしたらいいですか。 

生活福祉資金貸付制度や生活保護の申

請などができます。それぞれ要件があり

ますので、まずは相談してみましょう。 

p8 

身寄りがなく、金銭管理が困難で支払い

医療費等の手続きができない状況の入

院患者については、どうしたらいいです

か。 

判断能力に応じて、日常生活自立支援事

業や成年後見制度があります。制度が利

用できるまで時間がかかりますが、相談

をしましょう。 

p10 

 

（２）身の回りの世話                          
 

Ｑ Ａ 参考 

入院に必要な物品を用意してくれる

人がいない入院患者については、どう

したらいいですか。 

病院で入院に必要な物品をまとめた入院

セットを備えている場合は、そちらの活

用を検討してください。 

p12 

急な入院により、家に必要な物品を取

りに行くことや家の戸締まりなどが

できない入院患者への対応はどうし

たらいいですか。 

担当のケアマネジャーや高齢者あんしん

支援センターに相談ができることもあり

ます。 

p14 

 

（３）各種手続き                             

 

Ｑ Ａ 参考 

身元保証人等がいなくても福祉サー

ビスや入院の手続きはできますか。 

身元保証人等がいないことで、直ちに福

祉サービスの利用や入院の手続きができ

ないことはありません。しかし、その対

応にあたっては事前に福祉施設や病院と

相談が必要です。 

p18 

身元保証人等がいないので施設入所

の手続きの相談にのってもらえませ

ん。どうしたらいいですか。 

身元保証人等がいないことは施設入所を

拒否する理由とはなりませんが、施設側

の個別事情等を考慮し、受け入れるにあ

たって懸念されていること（契約、支払

い、緊急連絡先、死後対応）を明らかに

したうえで、判断能力に応じて成年後見

制度の申立など対応策を検討します。 

p18 

 

 

 

 

p10 
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成年後見人の手続きをする際、関わり

を拒否している家族がいる場合も市

長申立てができますか。 

できる場合があります。市で 2 親等以内の

親族に照会し、支援の意向等を確認したう

えで、市長申立ての可否が決定されます。 

p31 

 

（４）死後事務                              
 

Ｑ Ａ 参考 

成年後見人は死亡届の提出など死亡後

の手続きができませんか。 

被後見人が死亡時点で後見業務は原則

終了となりますが、未払い医療費の支払

いや死亡届の提出など対応できる場合

もあります。事前に病院と後見人で打ち

合わせをしておきましょう。 

p20 

身寄りのない高齢者がお亡くなりにな

り、誰も遺体の引き取りができない場

合、どうしたらいいですか。 

墓地埋葬法に基づき、お亡くなりになっ

た病院の住所地の市町村役場に相談す

ると遺体の引き取りや火葬などの対応

をしてもらうことができます。出雲市で

あれば、福祉推進課に相談しましょう。 

p20 

 

（５）医療同意                              
 

Ｑ Ａ 参考 

患者本人に同意をとることができない

場合、ケアマネジャーや成年後見人は医

療同意ができないと言われます。どうし

たらいいですか。 

ケアマネジャーや成年後見人は医療同

意ができません。事前に関わっている支

援者が、本人の意思をあらかじめ確認し

ておくことが望ましいです。ACPのツー

ルとして、出雲市にはあんしんノートが

あります。普段から活用を促していきま

しょう。 

p22 

 

（６）緊急時対応                             
 

Ｑ Ａ 参考 

救急車で搬送された患者の住所や名前

が分からず、家族も探しましたが見つか

らず困りました。どうしたらいいです

か。 

市役所や高齢者あんしん支援センター

など様々な機関に問い合わせをしても

わからない場合、警察に相談すると状況

が分かる場合があります。 

p24 

  



39 

 

【出雲圏域病病連携会議 参加病院、相談窓口・連絡先一覧】 
 

 病院名 連絡先 連絡先電話 

１ 
島根県立中央病院 

入退院支援・地域医療連携ｾﾝﾀｰ 
出雲市姫原 4丁目 1-1 30-6516 

２ 

島根大学医学部附属病院 

地域医療連携ｾﾝﾀｰ 
出雲市塩冶町 89-1 

20-2193 

20-2620 

島根大学医学部附属病院 

がん患者・家族ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 
出雲市塩冶町 89-1 20-2518 

３ 
出雲市民病院 

地域連携ｾﾝﾀｰ医療相談課 
出雲市塩冶町 1536-1 21-2722 

４ 
出雲市民ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 

医療相談室 
出雲市知井宮町 238 21-2733 

５ 
出雲徳洲会病院 

地域医療連携室 
出雲市斐川町直江 3964-1 73-7793 

６ 
出雲市立総合医療ｾﾝﾀｰ 

地域連携課 
出雲市灘分町 613 63-5114 

７ 
寿生病院 

地域連携課 
出雲市上塩冶町 2862-1 24-2160 

８ 
斐川生協病院 

地域連携室 
出雲市斐川町直江 4883-1 72-3002 

９ 小林病院 出雲市今市町 510 21-5230 

 



 

 

【出雲圏域病病連携会議 コア会議メンバー】 

所属 職種 氏名 備考 

小林病院 医師 小林 祥也 病病連携会議代表 

島根大学医学部附属病院 MSW 春日 みゆき 病病連携会議世話人 

出雲市民病院 MSW 引野 恵 病病連携会議事務局 

島根県立中央病院 MSW 萬代 由喜子  

寿生病院 MSW 矢田 鋼一  

出雲市医療介護連携課 

（在宅医療・介護連携支援センター） 

佐久間 仁  

山本 克巳  
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